
令和8年度山形県の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ700,284,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条地方自治法(昭和22年法律第釘号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができ

る事項、期間及びF艮1宴額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(-H割昔入金)

第4条地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、90,000,000千円と

定める。

(歳出予算の流用)

第5条地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定める。

①各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でこれらの経費の各項の間の流用

令和8年度山形県一般会計予算
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第2表債務負担行為

事

給与等システム改修業務委託契約

総務事務システム改修業務委託契

約

村山総合支庁西村山地域振興局冷

温水発生機更新工事請負契約

項

新博物館基本計画策定支援業務委

託契約

期

県議会議員選挙投票啓発コマーシ

ヤル制作等業務委託契約

148,000千円

県議会議員選挙公報印刷製本業務

委託契約

年度から

年度まで

間

38,000千円

8年度から

Ⅱ年度まで

鉄道駅バリアフリー対策事業

令禾口

令手口

8年度から

9年度まで

庄内空港機能強化事業基本・実施

設計業務委託契約

限

136,000千円

山形県消防学校温水機更新工事請

負契約

令和

令和

度

年度から

年度まで

西村山地域新病院開院支援業務委

託契約

年度から

年度まで

額

621,000千円

22,000千円

山形県立最上学園冷温水発生機更

新工事請負契約

年度から

年度まで

2四,000千円

和

8年度から

9年度まで

山形県産業創造支援センター空調

設備更新工事請負契約

70,000千円

和

8年度から

9年度まで

企業

令手口

令手口

60,000千円

8年度から

9年度まで

山形県産業科学館管理運営業務

地促進事業

4,000千円

338,000千円

年度から

年度まで

5,000千円

8年度から

9年度まで

令不口

令手口

20,000千円

8年度から

9年度まで

137,000千円

令和8年度から

令和Ⅱ年度まで

年度から

年度まで

19,000千円
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事

公益財団法人やまがた産業支援機

構に対する損失補償

次期アンテナショップ賃貸借契約

離転職者職業訓練事業(長期高度

人材育成コース)業務委託契約

項

離転職者職業訓練事業(知識等習

得コース・複数年度)業務委託契

約

期

令和8年度から

令和 19年度まで

離転職者職業訓練事業(知識等習

得コース・早期募集)業務委託契

約

令和

令和

間

8年度から

18年度まで

山形県県民の海・プール天井改修

工事請負契約

令和

令和

山形県郷士館及び県政史緑地管理

運営業務

令和 8年度融資総額 1,400,000千円

の融資残高に対し、年1.3パーセン

ト以内の割合で計算した額

限

年度から

年度まで

76,000千円山形県立うきたむ風士記の丘考古

資料館管理運営業務

度

年度から

年度まで

置賜文化ホール舞台照明設備改修

工事請負契約

5,000千円

額

96,000千円

年度から

年度まで

農業近代化資金利子補給

1,332,000千円

和 8年度から

9年度まで

漁業近代化資金利子補給

年度から

年度まで

68,000千円

8年度から

13年度まで

令和 8年度融資総額 150,000千円の

融資残高に対し、年1.3パーセント

以内の割合で計算した額

12,000千円

漁業監視調査船代船建造工事請負

契約

435,000千円

年度から

年度まで

8年度から

10年度まで

漁業監視調査船代船建造工事監理

業務委託契約

令和

令和

年度から

年度まで

28,000千円

8年度から

29年度まで

176,000千円

1,035,000千円

758,000千円

年度から

年度まで
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事

公益財団法人やまがた農業支援セ

ンターの農地売買等支援事業に対

する損失補償

最上川下流右岸地区県営ストック

マネジメント事業水管理システム

更新工事請負契約

項

新庄2期地区県営水利施設整備事

業ポンプ設備整備工事請負契約

期

新庄2期地区県営水利施設整備事

業電気設備更新工事請負契約

年度から

年度まで

和

最上川下流左岸(京田川)地区農

村地域防災減災事業排水機場新設

工事請負契約

年度から

年度まで

間

年度から

年度まで

茨野地区農村地域防災減災事業ポ

ンプ設備及び配電盤製作据付工事

請負契約

年度から

年度まで

公益社団法人全国農地保有合理化協

会からの借入元金 10,000千円のう

ち未償還元金に相当する額

令禾Π

令禾口

限

8年度から

9年度まで

令和8年度における日本政策金融

公庫(以下「甲」という。)の公

益財団法人やまがた森林と緑の推

進機構(以下「乙」という。)に

対する造林資金貸付金に係る損失

補償

度

80,000千円

225,000千円

年度から

年度まで

額

年度から

年度まで

森林整備活性化資金利子補給

和

160,000千円

年度から

年度まで

山形県士地開発公社の融資に対す

る債務保証

甲が乙に貸付けた日か

ら甲が補償の履行日と

して指定する日まで

210,000千円

山形県都市公園(健康の森公園、

最上中央公園)管理運営業務

241,000千円

街路整備事業に係る用地取得、物

件移転及び損失補償契約

200,000千円

甲からの借入元金 29,郭8千円のう

ち、最終償還期限到来後10箇月の期

間満了の日(以下「損失確定日」と

いう。)を経過してなお弁済されな

い元利金相当額(延滞金及び損失確

定日以後の利子を含む。)

8

和 38

年度から

年度まで

令和

令手口

200,000千円

年度から

年度まで

令和8年度融資総額H,824千円の融

資残高に対し、年1.6パーセント以

内の割合で計算した額

和

205,000千円
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事

山形県総合運動公園総合体育館空

調設備更新工事請負契約

弓張平公園パークプラザ改修工事

請負契約

弓張平公園センターハウス屋上防

水及び天井改修工事請負契約

項

一般国道2釘号道路改築事業弥栄

橋桁製作架設工事請負契約

期

主要地方道山形天童線道路改築事

業上乱川橋(仮称)橋梁下部エエ

事請負契約

令和

令和

8年度から

9年度まで

間

一般国道Ⅱ2号道路施設長寿命化

対策事業実生橋旧橋撤去工事請負

契約

8年度から

9年度まで

8年度から

9年度まで

一般国道286号道路施設長寿命化

対策事業棒原橋橋梁下部工工事請

負契約

限

令和

令和

8年度から

9年度まで

令和

令和

度

道路施設長寿命化対策事業橋梁補

修・耐震補強工事請負契約

8年度から

9年度まで

額

道路除雪作業等業務委託契約

140,000千円

令和

令和

野呂川河川整備補助事業河川改修

工事請負契約

25,000千円

年度から

年度まで

荒町川河川整備補助事業河川改修

工事請負契約

27,000千円

年度から

年度まで

荒瀬川災害復旧助成事業河川災害

復旧工事請負契約

令和

令和

120,000千円

8年度から

9年度まで

山形空港除雪業務委託契約

330,000千円

8年度から

9年度まで

庄内空港除雪業務委託契約

430,000千円

年度から

年度まで

2,000千円

8年度から

9年度まで

令手Π

令和

230,000千円

令禾Π

令手口

年度から

年度まで

940,000千円

8年度から

9年度まで

1,000千円

990,000千円

8年度から

9年度まで

240,000千円

210,000千円

1,200,000千円

ロ
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手
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Ⅱ
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和



事

庄内空港進入灯台更新工事請負契

約

空港用化学消防車購入契約

県営イ主宅等管理運営業務

項

県営住宅管理システム再構築及び

運用管理・保守業務委託契約

期

山形県財務会計システム改修業務

委託契約

56,000千円

県立高等学校特別教室空調設備賃

貸借契約

年度から

年度まで

間

和

山形県朝日少年自然の家管理運営

業務

年度から

年度まで

山形県生涯学習センター非常用自

家発電装置更新工事請負契約

限

年度から

年度まで

8年度から

13年度まで

山形県朝日少年自然の家給湯管及

び暖房設備改修工事請負契約

度

和

認,000千円

山形県教育データ利活用事業業務

委託契約

年度から

年度まで

額

20,000千円

25,000千円

149,000千円

山形県教育センターエレベーター

改修工事請負契約

年度から

年度まで

年度から

年度まで

291,000千円

8年度から

13年度まで

山形県教育センター受変電設備更

新工事請負契約

2,729,000千円

19,000千円

運転免許試験車両購入契約

令和

戸和

年度から

年度まで

78,000千円

初動捜査支援システム整備工事請

負契約

令手口 8

令不口 10

年度から

年度まで

342,000千円

自動車保管場所証明電子化システ

ム機器賃貸借及び保守サービス契

約

年度から

年度まで

2,246,000千円

226,000千円

年度から

年度まで

47,000千円

234,000千円

年度から

年度まで

637,000千円

和

年度から

年度まで

8
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第3表地方債

起 e'

空港機能強化事業

の 目

庁舎等整備事業

的 限

消防学校整備事業

度

総合文化芸術館整備事

業

額

千円

起債の方法

26,200

鉄道施設等整備事業

借入先と

の協定によ

る。

419,300

置賜文化ホール整備事

業

利

30,200

借入先と

の協定によ

る。

郷士館整備事業

償

9,200

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、又は低

利債に借り替えることができ

る。

還

緊急防災・減災事業

10,600

の

脱炭素化推進事業

423,600

方 法

デジタル活用推進事業

151,800

防災・減災・国士強靭

化緊急対策事業

3,331,800

社会福祉施設等整備事

業

1,262,200

被災者生活再建支援基

金出資事業

149,400

60,800

2,168,700

398,300

率



起 e'

ども・子育て支援事

業

の 目

自然公園整備事業

的 限

病院建設改良資金貸付

事業

度

産業技術短期大学校整

備事業

額

千円

121,700

起債の方法

職業能力開発校整備事

業

3,700

利

農林公

534,500

公共農林災害復旧事業

償

30,300

事業

林道施設災害復旧事業

4,600

の

3,285,700

農林災害復旧事業

方 法

県有施設災害復旧事業

39,200

家畜保健衛生所整備事

業

4,200

漁業監視調査船建造事

業

6,500

農業経営高度化支援事

業

1,300

公共施設等耐震化事業

23,200

238,400

271,500

18,600

還率

こ

共



起 但

計量検査装置整備事業

の

高度技術研究開発セン

ター整備事業

目 的 限

工業試験場整備事業

度 額

士木公

千円

起債の方法

22,300

県営住宅建設事業

31,300

公共士木災害復旧事業

(現年)

事業

利

22,900

公共土木災害復旧事業

(過年)

率

21,190,700

償

国直轄災害復旧事業

80,100

の

士木施設災害復旧事業

1,874,700

方

都市公園整備事業

1,894,700

法

河川等整備事業

1,448,000

山形空港施設整備事業

987,300

自然災害防止事業

66,600

地方道路等整備事業

95,000

100,700

730,200

2,292,200

還

共



起 仟

緊急自然災害防止対策

事業

の 目

緊

的

浚漾推進事業

限

学校教育施設等整備事

業

度

新スタジアム建設支援

事業

額

6,271,200

千円

起債の方法

社会教育施設整備事業

1,676,100

公共施設等適正管理推

進事業

利

887,000

交通安全施設整備事業

償

199,100

警察庁舎整備事業

195,000

の

2,201,700

防災基盤整備事業

方 法

193,600

370,400

フ,200

還率

急



令和8年度山形県公債管理特別会計予算

令和8年度山形県の公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ176,969,839千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

1繰

款

4

入

県

金

歳

歳

項

債

出

般

入

上、

款

計繰

県

金

(単位:千円)

入

作

金

歳

額

費

96,480,839

仟

96,480,839

出

項

80,489,000

/、

80,489,000

176,969,839

債

金

(単位:千円)

費

額

176,969,839

176,969,839

176,969,839

会

計合

計合



令和8年度山形県市町村振興資金特別会計予算

令和8年度山形県の市町村振興資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,137,214千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

2 譜

款

収

歳

歳

入

出

入

項

1 貸付金

市町村振興資金貸付金

款

利

金

(単位:千円)

収 入

額

項

歳

貸

1,137,214

2貸

1,137,214

3

出

1,137,214

付

付

ノ＼

4繰

金

事

(単位:千円)

」1二

金

業償

費

出

額

金

1,137,214

金

700,000

995

194,869

241,350

1,137,214

元

計合

務

還営

計合



令和8年度山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

令和8年度山形県の母子父子寡婦福祉資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28,郭2千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ビとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

弔1表

歳

歳入歳出予算

入

繰

款

2繰

入

3

金

越

譜

項

金

収

"ル

1繰

入

歳

計繰

金

(単位:千円)

入

1貸付金

金

入

越

2雑

額

金

5,57フ

利 収

5,57フ

入

3,165

入

3,165

19,810

12,419

フ,391

28,552

会

元

計合



歳 出

母子父子寡婦福祉資金貸付費

款

歳

項

出

貸

2貸

付

付

金

事

(単位:千円)

金

丕々 費

額

28,552

18,448

10,104

28,552計合



令和8年度山形県国民健康保険特別会計予算

令和8年度山形県の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ93,765,854千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

分担金及び負担金

款

2 国 庫 支

3諸

出

項

1負

金

収

担

国

4繰

2

入

金

庫

国

(単位:千円)

金

負

庫

2預

入

担

補

額

4雑

23,715,919

金

歳

助

金

5 戸,

金

23,715,919

金

利

24,016,930

入

事

15,852,924

子

業

般

入

8,164,006

収

41,057,254

入

入

9,674

41,017,725

金

29,855

4,975,751

4,975,751

93,765,854

会計繰

託

合 計



歳 出

国民健康保険事業費

款 項

歳

事

3

業

基

4保

費

出

金

支

5

金

積

健

(単位:千円)

出 金

事

"ル

金

業

額

93,765,854

費

理

93,592,835

費

9,674

155,800

フ,545

93,765,854

立

管

計合



令和8年度山形県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算

令和8年度山形県の小規模企業者等設備導入資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ才W45,409千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

弔1表

歳

歳入歳出予算

入

3繰

欣

4諸

越 金

収

項

5

入

県

繰 越

貸付金

2預

金

歳

(単位:千円)

3雑

仟

金

金

利

入

額

収

利

入

県

148,252

子

148,252

入

201,157

189,5H

仟

289

11,357

96,000

96,000

445,409

元

計合



歳 出

小規模企業者等設備導入貸付費

款

第2表地方債

項

1貸

歳

起債の目的

2貸

小規模企業

者等設備貸

与事業貸付

金

3償

出

付

付

限度額

4繰

金

事

(単位:千円)

金

務

千円

起債の方法

96,000

費

出

額

金

445,409

借

金

144,000

入

利

独立行政法人中

小企業基盤整備機

構の貸付条件によ

る。

6,528

194,881

100,000

償

445,409

独立行政法人中小企業基盤

整備機構の貸付条件による。

の 方 法

証書

還

還

計

率

合



令和8年度山形県士地取得事業特別会計予算

令和8年度山形県の士地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ652,940千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条地方自治法(昭和22年法律第釘号)第230条第1項の規定により起こすととのできる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

2財

款

産

3繰

収 入

4諸

入

項

1財

5

2財

金

収

県

産

産

払

運

入

金

(単位:千円)

収

用

般

歳

入

収

1雑

債

入

計繰入金

額

入

191,フ71

県

181,463

10,308

入

54,010

54,010

佳

159

159

407,000

407,000

652,940

毛

会

計合



歳 出

2 酒田北港地区用地取得事業費

款

5 /、 庁

第2表地方債

項

歳

用

起債の目的

費

3

地取得事業費

開

酒田北港地

区用地整備

事業

出

発

限度額

金

/、

(単位:千円)

理

千円

407,000

起債の方法

費

庁

額

借入先との協定

による。

498,835

費

442,803

利

借入先との協定

による。

56,032

154,105

154,105

償

652,940

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、又は低

利債に借り替えることができ

る。

の 方 法

管

還

計

率

合



令和8年度山形県農業改良資金特別会計予算

令和8年度山形県の農業改良資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ48,165千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表
貸
歳

歳入歳出予算
付勘定
入

3 諸

款

収

4繰

入

越

項

歳

貸付金

2雑

金

入

1繰

利収

金

(単位:千円)

入

入

越

額

1,510

金

1,390

120

45,831

45,831

47,341

元

計合



歳 出

農業改良資金貸付費

款

2 就農支援資金貸付費

項

2償

3繰

歳

2償

出

金

出

(単位:千円)

3繰

金

金

額

出

金

121

金

80

41

47,220

31,480

15,740

47,341

還

還

計合



業務勘定
歳 入

繰

款

入

歳

歳

金

出

入

項

業

款

般

1力

歳

金

(単位:千円)

入

費

金

出

額

項

取

824

扱

824

事

金

824

務

(単位:千円)

費

額

824

824

824

会計繰

合

計合

計



令和8年度山形県沿岸漁業改善資金特別会計予算

令和8年度山形県の沿岸漁業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ50,716千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表
貸
歳

歳入歳出予算
付勘定
入

3

款

4繰

収 入

越

歳

歳

項

1貸付金

金

出

入

沿岸漁業改善資金貸付費

1繰

款

利

金

(単位:千円)

収 入

越

歳

額

金

出

457

項

457

貸

49,543

49,543

付

50,000

金

(単位:千円)

費

額

50,000

50,000

50,000

元

計合

諸

計合



業務勘定
歳 入

2繰

炊

入

歳

歳

金

出

入

項

業

款

般

務

歳

金

(単位:千円)

入

費

金

出

額

項

取

716

扱

716

事

金

716

務

(単位:千円)

費

額

716

716

716

会計繰

合

計合

計



令和8年度山形県林業改善資金特別会計予算

令和8年度山形県の林業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ229,467千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表
貸
歳

歳入歳出予算
付勘定
入

3諸

款

4繰

収 入

越

歳

歳

項

1貸付金

金

出

入

1繰

林業改善資金貸付費

款

利収

金

(単位:千円)

入

越

歳

額

金

45,020

出

項

45,020

1貸

180,106

180,106

付

225,126

金

(単位:千円)

費

額

225,126

225,126

225,126

元

計合

計合



業務勘定
歳 入

2 繰

款

4繰

入 金

越

歳

歳

項

金

出

般

入

1繰

業

款

金

(単位:千円)

入

務

金

越

歳

額

費

金

4,340

出

項

4,340

取 扱 事

4,341

金

務

(単位:千円)

費

額

4,341

4,341

4,341

繰計会

計合

計合



令和8年度山形県港湾整備事業特別会計予算

令和8年度山形県の淘穹整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,358,304千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

使

款

3繰

用

5

料

入

諸

6

項

1使

金

収

県

入

用

般

金

歳

(単位:千円)

2雑

仟

料

入

額

入 金

県

151,529

151,529

入

421,167

421,167

仟

15,608

15,608

5,フ70,000

5,フ70,000

6,358,304

繰計会

計合



歳 出

点

2整

理

3

備

費

'、

項

仟

費

第2表地方債

ム=

歳

起債の目的

費

整

理

港湾整備事

業

出

金

(単位:千円)

限度額

地域開発事

業

備

費

'、

額

千円

370,000

起債の方法

費

偵

借入先との協定

による。

174,475

5,400,000

174,475

費

5,フ70,000

利

5,フ70,000

借入先との協定

による。

413,829

率

413,829

償

6,358,304

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、又は低

利債に借り替えることができ

る。

の 方 法還

計

管

合



(総則)

第1条令和8年度山形県流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、

(D 流域関連市町

令和8年度山形県流域下水道事業会計予算

(2)年間総処理水量

(3)一日平均処理水量

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、

収

次のとおりとする。

村山市、天童市、東根市、尾花沢市、河北町、大石田町、

南陽市、高畠町、川西町、山形市、上山市、山辺町、

中山町、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町

第1款流域

第1項営

第2項営

第1款流域下水道事業費用 5,692,568千円

業 5,535,266千円第1項営 費

157,302千円第2項営業外費

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額638,613千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額Ⅱ4,4釘千円、当年

度分損益勘定留保資金428,986千円及び繰越利益剰余金処分額95,140千円で補填するものとす

る。)

下水道

業

業

事業収益

収

外

次のとおりと定める。

入

収

第1款流域下水道事業資本的収入

業第1項企

第4項国庫補 助

補助Z>、
計第5項他 ユ弐

担第6項建設負

支

45,328,248nt

124,1861d

第1款流域下水道事業資本的支出

改良第1項建 設

第2項資産購入

第3項企業債償還

出

支

5,405,025千円

2,528,544千円

2,876,481千円

4,086,408千円

3,4妬,795千円

4,598千円

636,015千円

収

3,447,795千円

949,400千円

1,郭4,035千円

38,260千円

906,100千円

出

入

益
益

用
用

債
金
金
金

費
費
金



(債務負担行為)

第5条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

最上川流域下水道(置賜処理区)

置賜浄化センター建設工事委託契約

事

最上川下流流域下水道(庄内処理区)

庄内浄化センター建設工事委託契約

(企業債)

第6条起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的

項

流域下水道事業

限度額

期

(一時借入金)

第7条一時借入金の限度額は、 500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

a)営業費用と営業外費用の間において相互に流用する場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

120,028千円(D 職員給与費

q也会計からの補助金)

第10条営業費用、営業外費用及び建設改良費の一部に充当するため一般会計からこの会計へ補助

を受ける金額は、 5騎,498千円である。

(利益剰余金の処分)

第Ⅱ条繰越利益剰余金のうち95,H0千円は、次のとおり処分するものと定める。

95,140千円(D 減債積立金

間

949,400

起債の方法

年度から

年度まで

方法

千円

借入先との協

定による。

工事その他の

都合により翌年

度に繰り延べて

起債することが

できる。

年度から

年度まで

限度額

利

借入先と

の協定によ

る。

650,000千円

320,000千円

償

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、繰上償

還をし、又は低利債に借り替

えることができる。

の

8
9

口
Ⅱ
手
手

還

令
令

8
9

令
令

率

和
和



絲怠貝リ)

第1条令和8年度山形県電気事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)年間販売電力量

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、 次のとおりと定める。

収 入

令和8年度山形県電気事業会計予算

第1款

弟1項

第2項

第1款電気事業費用 5,336,833千円

第1項営業費用 5,226,793千円

第2項営業外費用 100,040千円

第4項予備費 10,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額4,298,206千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額349,488千円、中

小水力発電開発改良積立金147,998千円、建設改良積立金3,346,998千円、過年度分損益勘定留保

資金148,508千円及び当年度利益剰余金処分額305,214千円で補填するものとする。)

収 入

気事業収益

業収益

業外収益

84千円

84千円

第1款資本

第5項負

支

第1款資本

第1項建

第5項企

第7項繰

第9項そ

第12項予

313,709千kwh

的収

担

出

的支出

改良費設

業債償還金

出

の他投

備

入

金

フ,204,226千円

6,913,部0千円

290,396千円

4,298,290千円

3,844,568千円

143,340千円

305,214千円

2,168千円

3,000千円

支 出

電

営
営

金
資
費



q責務負担行為)

第5条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

木川ダム老朽化対策工事

丹南発電所(仮称)建設工事請負契約

事

電施

新

(一時借入金)

第6条一時借入金の限度額は、 600,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれぱならない。

970,460千円(1)職員給与費

240千円(2)交際費

(利益剰余金の処分)

第8条当年度利益剰余金のうち305,214千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1)繰出金 305,214千円

項

工

監視

事

負契約

制御シス

期 限度額

令和

令和

契

間

から

まで

2,919,000千円から

まで

1,063,000千円

1,419,000千円

から

まで

請負

度
度
年
年

度
度
年
年

Ⅱ
Ⅱ
手
禾
令
令

度
度
年
年

請

令
令

テ発
更

設

8
巧

ム
約

8
認

手
手
8
Ⅱ



(総則)

第1条令和8年度山形県工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)給水件数

(2)年間総給水量

(3)一日平均給水量

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、 次のとおりと定める。

収 入

令和8年度山形県工業用水道事業会計予算

第1款工業用水道事業収益

第1項酒田工業用水道営業収益

第2項八幡原工業用水道営業収益

第3項福田工業用水道営業収益

第5項営業外収益

支

第1款工業用水道事業費用 592,954千円

第1項酒田工業用水道営業費用 435,984千円

第2項八幡原工業用水道営業費用 107,346千円

第3項福田工業用水道営業費用 45,478千円

第5項営業外費用 146千円

費備第7項予 4,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額657,201千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額54,4能千円、建設改

良積立金2部,947千円、過年度分損益勘定留保資金2Ⅱ,985千円及び当年度分損益勘定留保資金

106,801千円で補填するものとする。)

限度額

60件

16,322,26611t

44,71911f

第1款資本

第2項補

第1款資本的支出

第1項建設改良費

第6項借入金償

備第12項予

(債務負担行為)

第5条債務負担行為をすることができる事項、期間及ぴ限度額は、次のとおりと定める。

出

692,5釘千円

414,692千円

101,912千円

29,817千円

146,146千円

的

助

収

酒田工業用水道圧送管更新工事請負契約

入

収

296,000千円

金

支

事

入

出

項

154,800千円

154,800千円

812,001千円

784,390千円

25,611千円

2,000千円

期

手口 8

10

間

から

まで

度
度
年
年

金
費

還

令
令 Ⅱ禾



(一時借入金)

第6条一時借入金の限度額は、 200,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(D 職員給与費 60,990千円

②交際費 30千円

(他会計からの補助金)

第8条災害対応のため電気事業会計からこの会計へ補助を受ける金額は、55,214千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条たな卸資産の購入限度額は、 23,037千円と定める。



絲念則)

第1条令和8年度山形県公営企業資産運用事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

①駐車場事業年間総駐車台数

一日平均駐車台数

②ゴルフ場事業年間利用者数

(収益的収入及び支出)

と定める。第3条収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり

収 入

令和8年度山形県公営企業資産運用事業会計予算

第1款資産運用事業収益

第1項営業収益

第2項営業外収益

第1款資産運用事業費用 155,624千円

第1項営業費用 150,011千円

第2項営業外費用 2,613千円

第4項予備費 3,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額(翌年度以降の支出

の財源に充当する額234,160千円を除く。)が資本的支出額に対し不足する額36,451千円は当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,197千円、資産運用積立金16,928千円及び過年度分損

益勘定留保資金16,326千円で補填するものとする。)

収 入

支

534,160千円

234,160千円

300,000千円

第1款資本的収入

第6項貸付金償還金

第7項固定資産売却代金

第1款資本的支出 336,451千円

第1項建設改良費 35,191千円

第2項投資有価証券 300,000千円

第9項その他投資 260千円

第12項予備費 1,000千円

(一時借入金)

第5条一時借入金の限度額は、 200,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1)職員給与費 200千円

(2)交際費 30千円

81,000台

222台

28,000人

出

206,394千円

142,807千円

63,587千円

出支



(総則)

第1条令和8年度山形県水道用水供給事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、

①給水対象

令和8年度山形県水道用水供給事業会計予算

(2)年間総給水量

(3)一日平均給水量

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、

収

次のとおりとする。

米沢市、南陽市、高畠町、川西町、山形市、寒河江市、上山市、

村山市、天童市、東根市、河北町、西川町、朝日町、大江町、

最上川中部水道企業団、新庄市、金山町、真室川町、鶴岡市、

酒田市、庄内町

第1款水道用水供給事業収益

第1項置賜広域水道営業収益

第2項村山広域水道営業収益

第3項最上広域水道営業収益

第4項庄内広域水道営業収益

第5項営業外収益

第1款水道用水供給事業費用 6,503,474千円

第1項置賜広域水道営業費用 1,189,228千円

第2項村山広域水道営業費用 2,610,907千円

第3項最上広域水道営業費用 438,957千円

第4項庄内広域水道営業費用 2,024,924千円

第5項営業外費用 219,4認千円

費備 20,000千円第7項予

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額2,296,861千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額146,887千円、建

設改良積立金941,6Ⅱ千円及び過年度分損益勘定留保資金1,208,363千円で補填するものとする。)

収 入

次のとおりと定める。

入

支

69,820,85011{

191,290m

第1款資本的収入

第7項固定資産売却代金

第1款資本的

第1項建 設

第2項投資

第5項企業

第6項借入

第9項その

第12項予

6,フ78,806千円

1,155,124千円

2,231,208千円

442,020千円

1,907,419千円

1,043,035千円

出

改良

有価

債償

金償

他投

備

1,600,000千円

1,600,000千円

支 出

支

3,896,861千円

1,615,824千円

1,600,000千円

663,740千円

M,280千円

17千円

3,000千円

出

証
還
還

資
費

費
券
金
金



(債務負担行為)

第5条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

和ポ

新

事

(一時借入金)

第6条一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

①職員給与費 580,780千円

②交際費 50千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条たな卸資産の購入限度額は、 390,123千円と定める。

ン

工

フ゜易ザ

事

監

項

請

限度額

操作

契

41,000千円

期 間

ら
で
力
ま
度
度
年
年
8
9

Ⅱ
日
手
手
令
令

昭
更

見
負

盤
約



(総則)

第1条令和8年度山形県病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。
(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

(D病床数

②年間入院患者延数

年間外来患者延数

(3)一日平均入院患者数

一日平均外来患者数

④ドック利用者延数

(5)主要な建設改良事業

中央病院改修事業

河北病院改修事業

西村山地域新病院整備事業

県立病院医療機器等整備事業

県立病院総合医療情報システム整備事業

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、

収

令和8年度山形県病院事業会計予算

第1款病院事業収

第1項医業収

第2項医業外収

第3項特別利

第1款病院事業費用 48,865,476千円

第1項医業費 47,271,169千円

第2項医業外費 1,294,398千円

第3項特別損 297,909千円

第4項予 備 2,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額1,453,650千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填し、なお不

足する額は一時借入金で措置するものとする。)

収

1,136床

366,902人

506,805人

1,005人

2,075人

1,802人

次のとおりと定める。

入

益

233,954千円

1,254千円

35,669千円

647,661千円

3,982,621千円

第1款病院事業資本的収入

弟1項企

第2項出

第4項負

第6項その他資本

支

44,392,450千円

35,518,917千円

8,861,118千円

12,415千円

第1款病院事業資本的支出

出

8,225,241千円

支

入

6,フ71,591千円

4,830,800千円

46,845千円

1,867,028千円

26,918千円

出

益
益
益

用
用
失
費

債
金
金
入収的

業
資
担



第1項建 改 4,931,215千円設

第2項企業債償 3,294,026千円

q責務負担行為)

第5条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

数

西村山地域新病院整備工事基本及び実施設計

契委業 約託妥力

事

シ

ろの医

ムス

(企業債)

第6条起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

量

センタ

新等業

起債の目的

項

中央病院改修事業

総合医療情

委託契

河北病院改修事業

、^、^

限度額

県立病院医療機器

等整備事業

期

県立病院総合医療

情報システム整備

事業

起債の方法

233,100

間

千円

令和8年度から

令和9年度まで

借入先との協

定による。

工事その他の

都合により翌年

度に繰り延べて

起債することが

できる。

(一時借入金)

第7条一時借入金の限度額は、 20,900,000千円と定める。

(議会の議決を経なけれぱ流用することのできない経費)

第8条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれぱならない。

①職員給与費 24,293,014千円

②交際費 910千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条たな卸資産の購入限度額は、 6,633,453千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

1 取得する資産

1,200

限度額

613,900

利

303,000千円

借入先と

の協定によ

る。

3,982,600

372,000千円

f当'

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、繰上償

還をし、又は低利債に借り替

えることができる。

の 方法

種 類 名 称

ら
で
力
ま
度
度
年
年

8口手

01Ⅱ手

令
令

費
金
良
L

還

報
約

率

テ 務

療
更



器械備

器械備

器械備

口
ロロ

口
ロロ

デジタルX線T Vシステム(中央病院)

口
ロロ

情報シ

情報シス

ス ム機器(中央病院)

ム機器(新庄病院)

式

式

式

テ

テ


